
令和４年１月17日付け「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関するＱ＆Ａ」の改定内容

【問番号のみ改定】
Ｑ５－４－１．
地方公共団体が、寄附を行った

法人に対し、まち・ひと・しごと
創生寄附活用事業により整備され
たサテライトオフィス等の施設等
を利用させることは、内閣府令が
禁止する「寄附を行うことの代償
として経済的な利益を供与するこ
と」に該当しますか。

【回答番号のみ改定】
Ａ５－４－１．

地方公共団体が、寄附を行った法人（以下「寄附法人」といいます。）に対し、まち・ひ
と・しごと創生寄附活用事業により整備された施設等を利用させることは、寄附の受領を理
由に寄附法人とその他の法人とを別異に取り扱う場合（例えば、法人に専属的に利用させる
場合や、寄附法人のみに対し合理的な理由なく、施設等の利用料を無償にしたり、低廉な利
用料を設定したりする場合）を除き、一般的に、内閣府令が禁止する「寄附を行うことの代
償として経済的な利益を供与すること」に該当しないと考えられます。
なお、地方公共団体においては、当該施設等に関する利用条件等の公正性・透明性等に係

る説明責任を果たす必要があることにご留意ください。

【新設】
Ｑ５－４－２．
寄附により整備された施設を、

当該寄附を行った法人に専属的に
利用させることは、一般的に禁止
されていますが、例えば、寄附に
より整備されたサテライトオフィ
スを、寄附を行った法人が利用す
ることとなる場合に、留意すべき
ことはありますか。

【新設】
Ａ５－４－２．

寄附により整備されたサテライトオフィスを、当該寄附を行った法人（以下「寄附法人」
といいます。）が利用することとなる場合、寄附法人以外の者も入居していることが望まし
いですが、公募を通じて、寄附法人以外の者も同じ条件でその施設の利用が可能であったも
のであり、将来的な寄附法人以外の者の入居が排除されていないのであれば、寄附法人以外
の者の入居がなくても、禁止される専属的利用に当たらないと考えられ、企業版ふるさと納
税を活用することが可能です。

【参考（改定なし）】
Ｑ５－１－１．

内閣府令において、法人に対し、
寄附を行うことの代償として経済的
な利益を供与することが禁止されて
いますが、具体的にどのような行為
を行ってはいけないのですか。

【参考（改定なし）】
Ａ５－１－１．
平成28年４月15日付け閣議決定により一部変更された地域再生基本方針において、寄附を行う法

人に対し、以下の行為が禁止されています。
ａ.～ｄ. （略）
ｅ. その他、寄附を行うことの代償として、経済的な利益を供与すること。
また、内閣府令において禁止される「寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与するこ

と」に該当するかどうかは社会通念等に従って個別具体的に判断されることになりますが、一般的
に、上記ｅ．のうち「経済的な利益を供与すること」に該当する例は、以下のとおりです。

（略）
・まち・ひと・しごと創生寄附活用事業により整備された施設を専属的に利用させること。

（略）
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